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令和６年度 第１回 草津市いじめ問題対策連絡協議会 会議録 

 

■日 時：令和６年１０月１６日（水）１０：００～１１：３０ 

■場 所：草津市役所 ６階 教育委員会室 

■出席委員：１４名（順不同） 

橋川市長 藤田教育長 安田委員（中村代理） 丸山委員 榎本委員  

峯本委員 田中委員 松嶋委員 廣瀬委員 北村委員 一浦委員 高谷委員  

辻委員（杉山代理） 恒松委員 

■事務局： 菊池教育部理事 好士﨑教育部副部長兼児童生徒支援課長  

宮永児童生徒支援課長補佐 北村児童生徒支援課主査 

■傍聴者： なし 

 

開会 

【事務局】 

皆様、改めましてこんにちは。定刻になりましたので、令和６年度第 1回草津市いじめ問

題対策連絡協議会を始めさせていただきます。委員の皆様には大変御多用の中、本協議会に

御出席をいただき、誠にありがとうございます。 

本協議会は草津市いじめ防止基本方針の規定に基づき開催いたします。 

なお、議事録を作成するため、会議内容を録音させていただくとともに、議事録作成のため

に御発言の際は、必ずマイクを通して、所属、お名前とともに御発言いただきますようよろ

しくお願いいたします。 

それでは開会にあたりまして、草津市いじめ問題対策連絡協議会設置条例第 4 条に基づ

き、本協議会の会長であります、草津市長橋川渉が御挨拶を申し上げます。 

 

【市長】 

おはようございます。皆様にはこの度、草津市いじめ問題対策連絡協議会の委員をお引き

受けいただきまして誠にありがとうございます。また、本日お忙しい中御出席を賜り、重ね

てお礼を申し上げます。 

さて平成２５年９月に国の方でいじめ防止対策推進法が施行されまして、それから１０

年余りが経過し、令和６年８月には、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改訂

版が文部科学省から示されました。この間、草津市内の公立小中学校では、いじめはこども

の生命や心身の健全な成長、人格の形成に重大な影響を及ぼすものであり、絶対に許されな

い行為であるとの認識に立って、いじめ防止の対策を推進してまいったところでございま

す。また、草津市教育委員会におきましては、いじめの問題に関わる教職員研修の積み重ね

により、法に基づいたいじめの認知について見逃すことなく認知できる教員の資質の向上

を図り、そのこともありまして、いじめの認知件数が増加している傾向がございます。 
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今後とも各学校では、いじめはどこの学校、どのこどもにも起こりうる問題として、いじ

めを見逃さずに認知するとともに、その情報を保護者、地域、関係機関等の間で共有し、適

切に連携して対応することが不可欠でございます。そのための方策につきまして、委員の皆

様方には、それぞれのお立場から忌憚のない御意見を賜ればと思います。 

引き続き、全てのこどもたちが安心して学校に通い、学ぶことができるよう、いじめの問

題解決に向けて全力で取り組んでいく所存でございますので、委員の皆様方のお力添えを

賜りますようお願い申し上げまして挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

 

【事務局】 

それでは、これより次第に従って進めてまいります。本協議会設置条例第５条第２項に基

づき、会長である市長に議長をお願いしたいと存じます。橋川市長よろしくお願いいたしま

す。 

 

【市長】 

これより私が議事を進めさせていただきます。今回の終了予定時刻については１１時３

０分頃ということでお願いをいたします。円滑な進行に御協力をお願いいたします。それで

は、いじめの未然防止に関するこども主体の取り組みの推進について事務局より説明を願

います。 

 

【事務局】 

失礼いたします。それではまず、１枚目の資料になります。今年度の重点が２つあります。

昨年度この会で御協議いただいて、そして御意見いただいたところから、令和６年度、１つ

目に、こども主体の取組の推進を未然防止として、２つ目に、初期対応力の強化の推進をし

てというところ前に挙げております。３枚目のスライドになります。まず１つ目について、

説明させていただきます。こども主体の取組の推進についてということで、スライドは４枚

目に入ります。今年３回目になります草津市こどもサミットを８月に開催いたしました。そ

のとき、このようなテーマで進めていたというところをまず、紹介させていただきたいと思

います。１部と２部で今回初めて行ったのですが、まず１部のテーマの方では、こどもまん

なかの学校づくりに向けて、私達にできることというテーマのもと、新堂中学校の生徒２名

の司会進行で会議を進めました。そして、第２部の方では、こどもの居場所づくりというこ

とで、専門のファシリテーターの方が司会進行をされて、そして市長の方と進めていただき

ました。 

５ページ目になります。こちらの趣旨とねらいとしまして、先ほども申しましたこどもま

んなかの学校づくりに向けて私達にできることということで、こども基本法が大切にして

いる４つの考え方、その中で自分の意見を述べ、重視される権利、ここにスポットを当てて
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取り組みました。大事にしたいキーワードとしましては、「こどもまんなか」。生徒の方では、

生徒会活動や部活動、学校行事などにおいて、どうすれば「こどもまんなか」になるのかに

ついて話し合う。また、教員の方もこの会では参加して話し合いの場を持ちました。学校の

中で、こどもが真ん中になるというのはどういうことかということに焦点を当てて話し合

いを行いました。 

そこでスライド６ページ目になります。生徒と教員、それぞれのグループの中で話し合い

を進めていく中で、生徒主体の取組を進めているところで、困り事っていうのはどんなこと

だろうというところで、生徒の方からは「中心になってやっている生徒とそれ以外の全体の

生徒との意識の差がちょっと気になる」、「自分たちが一生懸命やっている割にみんながな

かなか意見を出してくれない」であったり、また「リードしている側の気持ちがなかなかわ

かってもらえないのではないか」と逆にちょっと責められる場合もあったりするという困

り感、そして生徒会が先生中心にちょっと進んでいるのではないかというような率直な意

見が出ておりました。また、教員の方では、できること、できないことということで、生徒

が取り組みたいことと現実的にできることとのギャップがやはりあると、大人目線での意

見の方もその中で上がってきたりしておりました。 

スライド７ページ目になります。その中で「こどもまんなかの学校」というところで、こ

どもたちの方でどうしたらこどもまんなかの学校になるのか、あるいは教員の方では、学校

でこどもが真ん中になるってどういうことだろうということを改めて少し考える場面も設

けました。生徒の方からは、全校生徒が関われるようにしていくこと、これが大事なんじゃ

ないかと生徒の意見の尊重、生徒の意見から新しいことを何か実現できるんじゃないか、 

また、先生と一緒に向き合ってもらいつつ、寄り添ってもらいつつ、お互いで決めていける

のではないか。先生の方からは発言しにくい生徒の意見をもっと積極的に拾い上げていく

べきだというような意見の方も出されたりして、会の方は大変盛り上がりました。 

８枚目のスライドには、そのときの様子の方も写真で少し映しております。さて、こども

まんなかの学校づくりに向けてということで、サミットの方も紹介したのですが、この中で

先ほど出てきた意見として、多くの意見を吸い上げるということの大切さ、これがこどもた

ちの意見が反映される学校風土の醸成に繋がってくるところから、実際にこどもたちの方

からの意見で学校の取組で変わってきたこと、こどもの主体的な活動で、こんなことを再度

取組が刷新されていっているものというのがそこに書いてあるようなことです。学校での

飲み物が水やスポーツドリンクもＯＫになっています。生徒手帳が多少かさばるので、生徒

証の方も導入していったということや挨拶運動、いじめ防止の取組について、より積極的に

こどもたちが関わって推進していくというようなところが見られております。 

そして、こども主体の取組の意義としまして、そこに示させていただいたように、たくさ

んのことが考えられます。コミュニケーション力をしっかりと図っていく相互理解であっ

たり、そして話を進めていく中では、上手に折り合いをつけるという場面が生じたり、自己

有用感を感じたり、お互いを尊重し合ったり、そしてやりきったという達成感、自分たちの
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意見が反映される、こういう様々な体験を通して、こどもたちが主体となって互いを理解し

尊重しそれが安全安心な学校づくりに繋がっていくだろうというところで、左下に示させ

ていただいているようないじめの原因・要因としまして、例えば、今考えられている３つを

挙げていますが、コミュニケーション力の欠如、優越感に浸りたい、異質なものへの排除、

こういったものを未然に防げるのではないかということを考えております。 

１１ページになります。いじめの未然防止にも繋がる学校風土の醸成というところで、こ

どもまんなかの取組を推進していく中で、生徒指導提要にも示されている４つの大きな観

点としまして、自己存在感の感受、共感的な人間関係の育成、自己決定の場の提供、安全安

心な風土の醸成、こういったことが示されていますが、こういったことにも繋がっていくと

いうところで、さらに今後、推進をしていきたいと考えております。 

そこで、教員の認識の向上、こどもの意識の向上、こういったところをさらに推進してい

くためには、どういったことが大切になっていくのかというところを考えております。教員

の方では、教員主導からこどもまんなか中心へ、関わっているこどもだけでなく、全てのこ

どもがどのようにして関わっていくべきなのかというところで推進していきたいと考えて

おります。まず、１つ目の未然防止に向けての説明は以上となります。 

 

【市長】 

はい、ありがとうございました。こどもまんなかの学校づくりを推進するという、そうい

う取組もやり出しておられると思いますが、いじめの未然防止にも繋がっていくのだとい

うことでございます。事務局からの説明では、こどもたちの意見が反映される学校風土の醸

成というのが教員の認識とか、そういうものを見据え、向上させ、こどもが主体となった安

全安心な学校づくりの方策になっていくと、何か学校はもとより保護者、地域、関係機関一

体となって、未然防止の取組を進めるにはどのような形、焦点を当てて取り組んでいくこと

が大切なのかということもさらに広げてですね、委員の皆様から御意見をいただければと

思います。 

まず最初に、今説明があったことに対しての質問がございましたら、よろしくお願いしま

す。よろしいですかね。ちょっと私からいくつか質問をまずはさせていただきますけれども、

６ページにですね、教員の方の立場で困っていることが挙げられているのですが、教員間で

もいろいろな考えがあって意見をまとめる難しさがあるだろうというふうなことが考えら

れるのですが、どんな意見がいろいろあるのか。具体的に何か教えてもらえたらなと思いま

す。それとこどもの時間のできることと、できないことってあるのですが、生徒が取り組み

たいことと現実的にできることのギャップがあると、これも何か具体例があってですね、こ

どもはこう言ってたんだけども、現実的にはこれはできない。それらをできないときにどう

いう形でこどもと折衝して納得させるというか、こどもの言っていることだけれども、また

社会的なことの学びにもなるというようなことがあろうかと思うのですが、そこで何かご

ざいましたら教えていただきたいなと思いますのと、あとこども全員の全体の意見をどう
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やって集めるのかということにも繋がってくるんですけれども、目安箱では生徒の方の意

見なんですが、目安箱では意見が集まらないからタブレットを活用してみんなの意見を拾

っていくんだというようなことも出ていたのですが、実際にはやっているような学校があ

るのか。どうかその辺を教えてほしいなと。意見を集約するのに、話し合いだけ、あるいは

何かペーパーというかアナログだけで進めて、そういったデジタル機器を使いながら意見

を出してもらうようなやり方をやっているような事例があるのかどうかということを教え

てほしい。９ページに、ＩＣＴの活用で、ノートＰＣやタブレットを使って多くの意見を吸

い上げるということも書かれてあるんですが、今の実施状況がどうなっているのかなとい

うことで御質問をしたいと思います。 

 

【事務局】 

今御質問があったことについて順番にお答えさせていただきたいと思います。 

まず６ページについてです。教員間の合意形成をどうかというところで、協議会でも様々

な考えがあってというところなんですが、そこにつきましては、その下にも示させていただ

いてるようなところとかぶります。こどもへの負担への配慮、学習や部活動、生徒会活動、

いろんなことの両立、こういったところで悩ましいところがあったり、そしてできることで

きないことというところも、かぶっていますが、目的とリスクを生徒がなかなか理解できて

いるのか、そういったところも含めて先生の間でも実際にはこれを推進するべきなのか、も

う少し様子を見て考えるべきなのか、またはこれはちょっともう難しいと告げるべきだろ

うか、そういったところが出ておりました。 

そして、具体的にその生徒が取り組みたいことと現実的にできることのギャップという

ところですが、例えばになりますけれども、スマートフォンを学校の方へ持ち込んだり、ま

たはボイスレコーダーを持ち込んだり、そういったことをちょっとしたいというような、例

えば意見があったときにそれについては、現実的なことではないというところ、こどもたち

の感覚と、まだまだ現実的な学校での教育現場との不一致、そういったところがあろうかと

思います。 

そして資料の７ページについてなんですけども、目安箱については以前より取組をして

いただいていて、学校によっては目安箱が有効に今でも活用されているという学校もあり

ます。そしてタブレットを利用して、みんなの意見の方を集めていくことについては、今後

そのようにしていきたいなという意見は例えばうちのサミットでも出ていたのですが、具

体的にこどもたちの方が主導でタブレットを使った意見の集約を実際に行ったというとこ

ろまでは今まだ確認できていない状況です。 

これからやってみたいな、そういう方法もあるな、こどもたちにもそれをさせられること

ができるんじゃないかなというような今現状で、確認をしているところです。 
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【市長】 

はい、だいたいのところはわかりましたが、学校現場が、どういう対応でこれを受けてい

くのかというのは非常に大切なことだと思います。こどもまんなかの学校づくりというこ

とを進めていただきたいなと思うのですが、他に質問がなければちょっと現状なんかも教

えて欲しいということで、まずはＡ委員さん、学校風土をまんなかのものに持っていくとい

うことでの取組、あるいは今の現状を教えていただきたいと思います。中学校での認識も併

せて教えていただけるようにお願いします。 

 

【Ａ委員】 

私自身の考え方としてまず基本的にあるのは、こどもが自分の意見を述べる権利、いわゆ

る意見表明権がしっかりと学校にあれば、こどもの持っていることを、教師であれ、保護者

であれ、お互いに対して、自分の思いを伝えることによって、今自分がいやな思いしてるん

だとか、「今、誰々さんこんなことになってるんだ」というようなことが情報として入って

くるのではないかと思っているので、この意見表明権というところを非常に大切にしてい

ます。やっぱり嫌な思いをしていることをきちっと認知して、それに対してこどもが話をし

てくることに対して、しっかり大人が返していくということは非常に大事かなと思ってお

ります。 

それから、その意見表明権のことからいくと、例えば、こどもが何かこういうやつを話し

たいなと思ったときに、そのこどもが言い過ぎたことに対して最善の利益を考えて、そうし

て例えばこの秋のシーズン、体育祭とか文化祭が行われたんですけど、生徒の意見が正当な

理由がわからなくて上がってきた意見として、こんなことやりたい、やりたいと言っている

ことをもう教師が今まで、市長がおっしゃった言葉を使うと説得して止めさせるとかそう

いうことはあったんですけど、そうではなくて、まずいったん聞いて受け止めると、その上

で、「ここがこういうことだったらできるんじゃないか」ということは、きちっと教師が返

せるということが大事かなって、今年度については本当であれば、先生も保護者も一体とな

って楽しめるような工夫をしていきたい、具体的にいくつか挙げていただくことを形にす

ることができ、すごく保護者も良かったと言っていただいてますし、先生方も楽しんでいた

だけたし、こどもは何よりということがありました。 

あと今年度、市の中学校は全ての生徒が安全安心な学校づくりという大きなタイトルを

挙げたんですけど、今回こどもサミットのときの司会進行について、中学校の会長・副会長

は、こちらの進行をしてくれてましたけれども、自ら手を挙げてくれたんです。なぜかと言

うと、こどもまんなか、私達が学校づくりしていこうということを私がやることを言ってい

るので、多分ですが、それで浸透していて、事前に児童生徒支援課の担当者と挨拶したとき

に、しっかりした今年のこどもたちなので、どういったことがこどもまんなかの学校づくり

になっているのかということが自然と言える状況にまでなってきているということもあっ

て、当日、その辺りのところはしっかりとチームそれぞれのグループに会長・副会長が入っ
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て、司会・進行してくれていたように、私は見させてもらっていて、よく頑張ってくれてい

るなと思っています。 

いずれにしても、基本法が大切する４つの考え方のところで、差別されないというのはも

ちろんみんなわかっていることなんですし、生存権とか学習権とかというのはもう当たり

前と思っているんですけど、こどもの利益、最善の利益を目指すために、しっかりとした意

見表明権を大切にすることが大事なのだということを私としても考えとして、こどもたち

に伝えているので、何かあったらおいでというスタイルで、今年から校長室を開放していま

して、生徒が直接話し、何十人来ていたり、もう一緒に給食も食べたりしている。そんない

い感じでスタートできているということもちょっと紹介させていただきます。 

 

【市長】 

ありがとうございました。またそういった取組が市内の小中学校で広まるように、そうい

ったことも大事だなと思います。次に小学校の取組、現状、課題ということでＢ委員さんか

らお願いします。 

 

【Ｂ委員】 

先ほど事務局の方からこどもサミットの話を聞かせていただきました。まず１つ率直に

思ったのは、やっぱり中学生だからこれできるんだろうなということは率直に思っていま

す。 

ただ、小学生だからといって、ここまでのことはともかく、できないかと言われるとそう

ではないんだろうなと思っています。ただ、小学校ですので、１年生から６年生までのこど

もがいると考えたときに、学校全体での意見なんかの反映ということがどこまでできるか

考えなければいけないんですけども、でもそれこそ、委員会活動というのが小学校の場合は

ありますから、５年生、６年生が中心となって、そういったところを活用していければ、今

言ったようなことは実現していけるんだろうなと思っています。 

ついこの間なんですけど、小学校の校長は、割と朝挨拶をするっていうことで、学校の校

門付近でこどもを迎えるっていうことをしているんですけども、６年生ぐらいのある子が

私に、「先生、バスケットボールのゴールを運動場に作ってもらえませんか」という話を直

接されました。 

その子、おそらくミニバスをしていてというところで、そういうのはやりたいと話をして

くれているんですけども、そうやって先ほどＡ委員からも話がありましたけども、そういっ

た思いをしっかり出せるっていうのは大事なんだろうなと思いました。現実を受け止めて

というところで、即答は当然できなかったんですけども、これが例えば個人じゃなくて、も

っと広いところでの話になって意見が出てきたら、こちらもやっぱりきちんとこれを受け

止めて、現実的にどうなのか返していく必要もあるかもしれませんが、一方でそんなふうに

直接話をしてくれる子がいるというのは、大きなことだろうなと思いました。先ほど委員会
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の話をしたのですけども、小学校、多くの学校ではされていると思いますが、委員会活動と

いうのは、月に 1 回あって、その後で、本校でいくと、委員長会というものを行っていま

す。それぞれの委員会でどういう取組をしていくかという共通理解する場なんですけども、

そこの責任は当然、各委員会の委員長が集まるんですけども、併せて３年生以上に学級で代

表委員っていうものを決めてということで、このこどもたちも参加すると、基本的には委員

長会で一応出来た意見なんかをしっかり記録を取って、それを各学級で伝えていくことを

しているんですけども、結構その代表委員をやっぱりクラスの代表というところがつきま

すから、それぞれの学級でこれをやりたいっていう、もうそんな結構たくさんいて、そんな

ところでいって前期後期という形でやっているんですけども、そういったものに移行して

っていうところで、これが高学年になったら、委員会に所属して自分たちでこの委員会を運

営していくところに繋がってきていると捉えています。そういったことをしっかり積み上

げていって、中学校になったらそれが生徒会というところで、さらにもっと大きく学校とか、

場合によったらね、それ以上のというところで、自分たちの活動を広げていけるっていうよ

うな、その時期を小学校は培っているのだろうなと思っています。 

最初に申し上げました、こどもサミットのことなんですけども、今のところ中学校で、今

年で言えば４年度からですね、３年が経過しているところで、この趣旨でいくと、やがては 

小学校という、そんな流れになってくるんだろうなっていうことは思っています。さっきも

言ったように、この力量というのは絶対あると思いますから、これを機にいいところできち

んと小学校でも学校全体を動かすというところに、力をつけさせていきたいなと思ってま

すし、それがひいては、本当に先ほどから言われているいじめの未然防止にも繋がっていく

のではないかなと思っていますので、本校としてもなかなか十分でききれていないところ

はあるのですけれども、頑張って取組を進めていきたいと思っております。 

 

【市長】 

小学校の取組についても御紹介をいただきました。次にⅭ委員さん、臨床心理士としての

未然防止に関わることについて、御所見をお願いいたします。 

 

【Ⅽ委員】 

今お話を伺いまして、思っていたことは、本当に立場の弱い子のことも思ってください。

スクールカウンセラーが面談で出会ったり、保護者の相談にのっている、コミュニケーショ

ン能力が低い、学力が低い、集団の中で入りにくいという子たちが、この大きな学校風土の

醸成の中でどのようにそれを認知して、目指すところは、相談しやすい環境に繋がっていく

のかということをもし取組の中で感じられたことがあれば、教えていただきたいですし、そ

の辺をすごく興味を持ちながらお話を伺っていました。 
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【市長】 

はい、ありがとうございます。今相談しやすい環境、全てのこどもたちから、意見が出し

やすくて、それをどう実現していくかというようなことでございますけれども、事務局の方

は何か取組としてはございますか。 

 

【事務局】 

対策でいいますと、例えば取組はされていることでいいますと、健康観察。これまで体の

調子を朝、こどもたち同士で確認をするというのを小学校でもやっていたところですが、そ

れに心の状態からの、風邪をひいたとか、頭が痛いとかだけではなくて、自分が落ち込んで

いることをなかなか皆の前で言えないというのがあるので、先ほども市長からもありまし

たが、インターネットを使って、それ以外の端末を使って、それで心身、心と体の健康観察

をできないかというのを取り組んでいるところです。今はなかなか集約としていくとか、た

くさんのこどもたちから上がってきたものを点検し、課題もありますので、試行錯誤しなが

ら取り組んでいるところです。 

 

【市長】 

それでは、次にＤ委員さん、人権センターにおいての安全安心な風土づくり、それに対す

る課題、今の状況などをよろしくお願いします。 

 

【Ｄ委員】 

相談しやすい風土ということにつきましては、人権センターにも人権相談というものが

あります。数年前の関係もありまして、実は相談が多く、令和５年度は１４０件、年間の相

談ケースがございました。直接来ていただく方もいらっしゃれば、電話で顔が見えないとい

うので、相談される方もいらっしゃいます。相談員は１名配置はしてるんですけれども、や

はり中には、やっぱり女性の方がいいとか言われる方もいらっしゃいまして、できる範囲で

は対応させていただきます。 

もう 1回この方に本心が言える、聞いてもらいやすいなということを思われ、来所される

方もいらっしゃるということで、その人その人に合わせた内容の方をしていきたいなと思

っております。 

 

【市長】 

直接来られての相談、あるいは電話相談を受けているということで、それは、保護者から

の相談と、こどもが直接そういう相談をすると割合はどれぐらいですかね。 

 

【Ｄ委員】 

人権センターでいいますと、ほとんどこどもからの相談でございます。ただ年に１、２件
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ぐらいは保護者さんの方から人権センターでも先生の方が入っておられますので、相談を

やっぱり直接学校に言うのが難しいことについては、人権センターに配置された先生にお

話をされたという案件があるということを伺っております。 

 

【市長】 

ありがとうございました。次にＥ委員さん、法務局における安全安心な風土の醸成とか、

こどもに対する取組などについて御紹介いただきたいと思います。 

 

【Ｅ委員】 

先ほどの議論となっております、この相談窓口についての法務局の取組を紹介させてい

ただきます。いじめ問題については、人権問題であると捉えております。その上で、この人

権１１０番電話による相談窓口に加えて、ＳＮＳ（ＬＩＮＥ）相談というものを開設してお

ります。それに加えて、この９月３日から、インターネットブラウザを介して相談ができ、

人権相談というものを行っております 

 

【市長】 

はい、ありがとうございました。それではですね、Ｆ委員さん、教員のいろんな認識にも

まだ差があるという紹介があったりですね、こどもについても、全てのこどもからの意見を

どう出してもらうのかとかですね、あるいはこども主体でどこまで取り組んでいくのかと

かいろんな話があったり、あるいは相談窓口の開設状況等もあったのですけれども、その辺

を踏まえて、いじめの未然防止について御助言をいただきたいなと思います。 

 

【Ｆ委員】 

さきほどの説明で取り組んでいただいて、先生からも紹介が素晴らしいな、こういうのは

難しいなとか、先生に意見を聞いてもらう、先生主導で進んでいるのではないか、こういう

意見が出るということ自体が大事なのか、やはりこどもの可能性というか、多分もう信頼す

るということがやっぱり大事なのかなと、ここはこどもがどうせできないだろうというよ

うなことでやりますと、結果的に多分同じ選択になることはあると思うんですね。 

教師が変わって、こういった答えというのも生徒がいろいろやり合った結果として出て

きたもの、やはり生徒にとっては、そこで教師に話を聞いてもらいながら考えて出した答え

というのが、やはりその主体性もあってなので、生徒の負担であるとか、できない、このリ

スクがわかっていないのではないかというような意見も持ちがちなのは、理解するんです

けれども、こどもの可能性を信じて受け止めるというようなことを続けていただけるとい

いかなと思って、そのように大人に話を聞いてもらえるという、先生がおっしゃっている表

明権という、やはりどんな意見であっても、放っておかれずに取り扱われるんだと、そうい

う意見を聞いてもらえるんだということがやはり未然防止というか、後からこんなことで
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悩んでいるのはおかしいんじゃないかということではなく、とりあえず言ってみようとい

うようなことに結びつけば、最初の重大事態に陥ったような事例で見ると、結構こんなこと

で悩んでいるのかとか、友達同士でやっているだけだな、そういうことでもと流されたりし

た結果として、最初の対応の先生は結構聞いてくれないということが、保護者の方の過大な

要求というのもあるというのもちょっと出ていますけれども、元々の掛け違いが何にあっ

たのかというと、やっぱり親さんであるとか、生徒が言ってくることを軽んずるようなこと

が多少ニュアンスとして見えたりすると、そこで信頼関係が悪化していくということは、そ

ういったところで行き違いがあると、なかなか後から挽回するということが難しいので、そ

ういったところをまた今後とも、校長先生方がやられていることと同時に、何か進めていた

だきたいです。 

 

【市長】 

ありがとうございました。しっかりと聞くということが大事だということでございます。 

それでは未然防止については、これぐらいにしまして、次に初期対応力の強化の推進につい

てということで、まず事務局より説明願います。 

 

【事務局】 

資料の１３枚目のスライドになります。現状についてです。学校を取り巻く環境の変化 

としまして、著しくこどもの家庭の背景が多様化・複雑化してきている、そういう背景があ

ります。そこから保護者や地域からの少し学校として対応が難しい困難な要求、また苦情で

あったりが多くなっているというような状況です。そういった状況の中、スライドの１４ペ

ージ目です。いじめの防止、このための基本的な方針として、国の方から示されている中に、

「他の業務に優先して」という文言があります。いじめに関わる報告・相談を受けた場合、

他の業務に優先して対応というところで共通理解をして、学校の方で取組を進めていただ

いております。 

スライドの１５ページ目になります。いじめ防止対策推進法、こちらに示されているとこ

ろを実践しているわけなんですけれども、適切な初期対応としまして、大きく３つ、背景や

経緯も含めた十分な事実確認、迅速な報告と相談を踏まえた組織対応、丁寧な記録、この３

つを大きなポイントとしまして、繰り返し学校の内外で周知浸透を図っているところでご

ざいます。 

スライドの１６ページ目になります。こういった対応をしているところなんですけれど

も、一方で課題としまして、実際にこどもや保護者と窓口となって関わる教員の対応力の差

というものが１つ課題としてはあります。先生方の経験年数の差であったり、実際には社会

経験の差であったり、年齢以外の差がこういったところに出てきているという中で、事実確

認これがどの程度しっかりできていたのか。そして記録はどうなったか、そもそもこの事案

について、報告や連絡、相談の意識がどの程度かというところで、まだまだ課題がある一面
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もあります。 

そういった中で聞き取りシートとしまして、既にあったものをさらに改良を加えて別紙

の資料になります。そちらの方を作成していくところでございます。中身としましては、赤

字で示させていただいているところを今回新たに付け加えたところです。チェックリスト

をここへ入れることで、先ほど課題のところで挙げさせていただいた経験年数や社会経験

の差を埋めるために、当たり前という思いではなく、誰が対応してもこういったところに気

をつけて、こういったことを実際に進めていくというポイントをできるだけコンパクトに 1

枚ものにしたものになります。聞き取りをするときに、きちんと聞き取りと指導を別にする

という意識で行うだけでもずいぶん違いますし、被害、加害のこの逆転現象は起きていない

か、こどもたちに自分の思いの言い残しがないか、そして聞き取りを実施したら、すぐに報

告を行っているか、そういったところを視覚的に確認しながら、実際に複数で対応していく

というところを学校の方へ引き続き周知浸透を図っていきたいと思います。この聞き取り

シートの裏面には、さらに組織の中で確認ができるかというところで個人でなく、組織で確

認するというページも下段の方にちょっと示させていただいております。こういったとこ

ろをさらに学校に周知浸透していく中で、いじめの初期対応を強化・推進していきたいと考

えております。 

参考資料になりますが、スライドの１７ページ、１８ページそして１９、２０ページを示

させていただいております。毎月学校から上げていただいている報告の数字になりますの

で、そちらの方は御確認をお願いいたします 

まず、草津市内のいじめの認知件数におきましては、中学校の方では増加、小学校におい

ては、増加は鈍っているような様子があります。そして１９ページのスライドですが、いじ

めの認知方法、こういったところも大きく変わっているところはないですけれども、教職員

がいじめを認知した数は、小学校・中学校において増えていますと。それから小学校、中学

校どちらにも共通しまして、その他のものが認知している、ここには友達とか小学校であれ

ば学童の指導員であるとかそういったところも含まれています。 

そして最後、２０ページのスライドになりますが、草津市立の小中学校のいじめの対応と

しましては、ネットによるいじめの増加がずいぶん心配しておったんですけれども、昨年度

までの実績で言いますと、一旦増加しているようなところがあります。ただ一方で、このネ

ット絡みの事案については重大化する恐れが非常に大きくなっているものを合わせており

ますので、数だけではなくて、中については、引き続きネットについては要注意な面が見ら

れております。 

 

【市長】 

はい、ありがとうございました。こどもや家庭の背景が多様化・複雑化しているというこ

とでもございますし、またいじめ、いわゆる対応が難しい場面が増えてきているというよう

な課題があるということでございます。それと教員の経験年数とか社会経験の違いで、いじ
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め事案への対応についても下がるという課題があるということで、初期対応の適切な推進

に向けての方策として、聞き取りシートを改良したということの紹介もございました。そう

いった中でまた御発言をいただきたいのですが、まず何か今の説明の中で御質問がござい

ましたらお願いします。 

私からになりますが、具体的に対応困難な要求や苦情がどんなものがあるのか、たくさん

あると思うんですけどね。数例を紹介していただいたり、あるいは草津市の場合の分析がさ

れていれば、ちょっと教えていただきたいなと思います。 

 

【事務局】 

今の御質問なんですけれども、保護者、また地域からの対応困難なものとして、例えばの

例で示した、いじめが起きたときに被害の保護者の方はどうしても加害の本人やその保護

者に対して何か懲罰を加えたいというような思いを何とか実現させるためにというような

ところが実際に多いという現状があります。懲罰という中身についてもそうなんですけど

も、例えば転校であったり、クラスを変えてほしいであったり、そういったことも含めてな

んですが、中身としましては、何かその対応として、すぐに実現することはいろんなことを

踏まえないと、段階を経ないとできないことも含めてなかなかに難しいことを言ってこら

れるという点が一例としてあります。そしていじめ問題の絡んでいるトラブル、これについ

ての数値についてはちょっと草津市の方はまだの状況です。 

 

【市長】 

はい、ありがとうございます。他には御質問はございませんか。それでは、また質疑をさ

せていただきますので、お願いをいたします。まずは学校教育ということで、Ａ委員さんの

方から全体通して、聞き取りシートについても何か御意見がございましたらお願いをいた

します。 

 

【Ａ委員】 

児童生徒の数が増えてきている中で、初任者なり、２校目の配置として若い人がたくさん

いる中で、やはりベテランの先生の経験というところは大きいところはあると思うので、や

はりそれを担任任せにしないうちに、学校でも普通、いじめ問題対策委員会という形を必ず

とって、学年なり関係している先生や生徒指導の担当者、そこへ管理職どちらかが入って、

必ず協議をするようにしています。ずっと毎日協議なんかをしています。そんな中で１番良

い方向、方針で立てて、対応していく。 

もう１つは、もう以前からＬ委員にも御指摘いただいた記録の大切さ、しかも教員の考え

とか、思いとかを全部排除した事実を書くというところについては徹底しています。その辺

は大事かなと思いますし、その辺のところがまだまだ学校によってはできてないところも

あったりするのかなと思うので、そういうシートがわかりやすい形でチェックするチェッ
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ク欄を作ってくださったのかなと思っていますし、これは非常に大事になってくると思っ

ております。 

反社会的な動きの問題行動が減ってきている中でいくと、やはりいじめが絡んでいると

いうケースは非常に多いなと思います。 

あと、ＳＳＲに市長が全ての学校に１名ずつ教員配置いただいて、1人必ずいてくれるの

で、本当に例えばクラスで嫌なことを言われたとかで、部屋に来て、話を聞いてもらえる、

安心できる、しばらくして戻るというようなシステムができて、そこへ週 1回のカウンセラ

ーさんもぜひ覗いてみてくださいというので、うちの担当をしてくださっているカウンセ

ラーも必ず顔を出して話して、様子を見て、助言いただいたというようなことができてるん

で、草津市の登校支援室が今だいぶ違うんじゃないか、もう復帰している数が結構出てきて

いるんで、効果がものすごく上がっている。そこにＳＳＲの方にも、顔を出してくださいと

いうことで、私もしょっちゅう顔を出しています。そんな形でちょっと紹介させてください。 

 

【市長】 

よくわかりました。ありがとうございました。登校支援室の教員の配置ですけれども、県

費教員と市費の担当の教員で合わせて２０校全てに、この４月から配置いたしました。県も

要望がね、２０校全てという要望をしていたんですが、一向に埒が明かないし、配置しても

らえないんで、それはもう全ての学校において、そういう必要性があるということで教育長

とも相談して、この４月から踏み切ったところでございます。効果を十分発揮していただき

ますよう、よろしくお願いいたします。 

次に小学校の現状なり課題なり、御意見をＢ委員お願いします。 

 

【Ｂ委員】 

小学校、中学校と違うところというのは、中学校ですと、学年主任がいわゆる学年主任と

いう位置づけでおられる。それから、それぞれの学年に生徒指導の担当の先生がおられる。

そういったところで、結構学年なんでね、学年等でいろいろ何かあった際には、やっていく

システムがきちっと確立している。その点、小学校の場合は学年等で行って、そういう共有

はするのですけども、いろんないじめ事案が起こったときに基本的に例えば学年主任の先

生も、自分の学級があるわけで、なかなか直接に関わるというのが難しい現実はあります。

でも、それでも例えば本校で言えば、児童生徒支援加配等もいるというようなところで、何

かあったときの関わりというのは、きっちりできているかなと。特に事案があったときに聞

き取りをするというところで、先ほどの経験年数の違いというところが、確かに小学校も一

緒ですので、経験の浅い先生のプラスで、そういう事案があったときにやっぱり直接聞き取

るというのはなかなか厳しいとなったら、今言ったような形で、経験のある職員がきっちり

入ってということで、そちらの方がどっちかというと主導で話を聞いて、経験の浅い担任は

記録の方に基本回るという形が一定できているかなと思っています。そういう経験を経験
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の浅い先生も積んでもらって、当然ゆくゆくは自分でも話を聞いたりするところに繋げて

いくということが、一定できているかなと思っています。ただ、聞き取りシートで、これま

たきちっと提示をされて、漸進的に使っていけるといいなと思っています。 

今も言ったように、経験の浅い者はどちらかというと、記録をということなのですけれど

も、そこには、本校の場合でもおそらく事実のみというよりは、プラスアルファで感じてい

るところなんかも付け加えられているというところも、実際はあるかなと思っています。た

だ、最終的に報告については、その記録を基に、また担当者の方がまとめてという形になっ

ていきますので、そこはきっちり確認ができているかなと思いますし、この聞き取りシート

がきちっと全体に周知されていくと、こういうところに気をつけて記録としては、さっきも

言ったように事実のみを書いていくんだというところが、皆さん書いていけると、そういう

ところにも時間を割くということは、一定軽減もできて、きちっと内容のあるものができて

いくんだろうなと思っていますので、これについてはできるだけ早くまた学校の方にも周

知して活用していけるようにしていただけたら、ありがたいなと思います。 

Ａ委員の方から登校支援室の話をされましたけど、本校も登校支援室が本当にありがた

く思っていまして、私は今年度から校長として入ったんですけど、その前に教頭として４年

間勤めていました。その頃は、そこまで実際のところ思ってなかったので、ただ３年空いて

また戻ってきたときに、教室にちょっと入りにくいこどもが増えたなというところがあり、

それで、登校支援室がすごくありがたい場所だなと思っています。できましたら、今は県も

含めてということで、各校に 1人の配置ということなのですけれども、本当に複数でも配置

していただけたらすごくありがたいですし、教室に復帰できたというところは、本校の場合

はまだ少ないのですけども、でもやっぱり学校に行きにくい子が行けるであるとか、あるい

は教室でいろいろむしゃくしゃしたことがあってというところです。そこで少し自分の気

持ちを落ち着けてというところで、また戻るというところなんかも、本校の場合はさせてい

ただいていますので、そういう意味では、本当にこれはありがたいなと思いますし、県の方

が、きちっとつけていただけたら、それはそれでありがたいんですけども、市の方もできた

らそういったところはまた、今後もお願いできるとありがたいなと思っています。学校とし

てすごくありがたいと思っていますので、ぜひともどうぞよろしくお願いします。以上です。 

 

【市長】 

はい、ありがとうございました。次に教育研究所のＧ委員さんは初期対応とか、あるいは

シートについて、御意見をお願いします。 

 

 

【Ｇ委員】 

急ぎ対応というと、今本当に大事なポイントなんですけれども、すごくシートの中にきち

っと書かれているというのは、すごく大きな差になるのではないかなと思います。どうして
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も話を聞いていくと、ポイントをはずしてしまったりとか、後でこうしておいたらよかった

なということが、ずいぶんとここで修正されていくのかなと思いました。 

また対応というところで、先ほども他の業務に優先して対応とあるんですけども、本当に

先生方は大変だなということばかりで、職員室といっても誰もおられないみたいな感じで

あったりとか、時間にやっぱり追われてらっしゃる現状というのを目の当たりにします。 

でも、私もいじめに関わるこどもさんとか保護者さんの話を聞くんですけれども、なかな

かこう話というのがどこに行くのかなみたいな話が本当ワーッと広がったり、周りは見え

ないこと、ここかみたいなことが、やっぱり多いです。いろんな思いを抱えてらっしゃる。

ただこどもたちだとか言いにくいっていうところから、本音が出てくる保護者さんは結構

いらっしゃったり、やはりこういった初期対応がきちっとできているために、そういった話

を聞きながら、しっかりポイントをアセスメントする必要があるので、話し合って先生方の

余裕であったりとか、何かそこに力を注げる、そういった時間であったり、業務上の工夫と

いうか経営であったりとか、そういうことが本当にしっかりした対応として必要なのでは

ないかなと思っています。 

 

【市長】 

次に、家庭児童相談室、お願いをいたします。 

 

【Ｈ委員】 

児童虐待等で保護者さんであったりとか、お子さんに直接お話を聞かせてもらう際に、本

当にこの最初の聞き取りはすごく重要だということを言われて、児童相談所さんの方がそ

の辺は詳しいかと思いますが、ここに書いていただいたようなポイントは本当にどれも大

事なことだなと思いますし、やっぱり特にこの５Ｗ１Ｈであったりとか、ちょっと時系列が

こどもさんの話であったりも、よくよく聞いていると実はこれはもう数ヶ月前の話だった

とか、そういうことなんで主語がちょっと明確でなくて、そこが掛け違うと、悩んでしまう

こともあるので、ここに書かれているポイントは、本当に大事なことがあると思います。私

も保健師なんですけれども、やっぱりそういう話を聞くときには、発言した内容はなるべく

そのまま書きましょうということでしたので、あんまりその要約して書かないとか、こども

がこのように言っていたとそのまま書くとか、そういうこともアドバイスになっています

ね。ちょっと先ほどＧ委員がおっしゃったことでも、本当に同じことをお話させてもらおう

と思っていまして、必ずしもどの子も皆さん、最初にきっちりと例えばこういう一面があっ

たとかいうことを言えるばっかりじゃないと思うんですね。 

ちょっとこれは小学校とか中学校さんじゃなかったんですけども、先生にお子さんがお

っしゃられた事案があって、うちの方に入ってきたんですけれども、本当にそれでかなり対

応に追われて大変で、実際はよくよくこどもに話を聞いていったら、そういう事実がなかっ

たということもあったりして、やっぱりそのこどもの話を本当に寄り添って聞いて、関係を
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作るということはすごく大事だなと思いますし、そう思うと、やっぱり先ほどのこどもが主

体的な取組のところで、何か新しいことを始める場合には、何かスクラップするということ

も大事だということが出ていたように、やっぱりそういう先生方ができるように、時間的な

ゆとりとか、そういったことも本当に整えていきながら、こういったことを取り組んでいけ

るとと思います。 

 

【市長】 

ありがとうございました。今ちょっと話も出てましたが、中央こども家庭相談センターＩ

委員さん、たくさん事案をまた対応していただいてると思いますけれども、その辺とか、あ

るいは今出ている意見に対しての意見とか、よろしくお願いします。 

 

【Ｉ委員】 

いじめ案件が学校の中では一応無視されないできちんと上げるというような、このキー

ワードであるということは、すごく学ばせてはいただいているんですけれども、やはり学校

現場の外にいて、これはいじめだと言われることに違和感があるものがやっぱりあったり

します。 

ニュースで最近、小学６年のこどもが小学２年のこどもの女の子の体をという案件です

とか、このうち中学生の男の子が小学生の男の子からそういう子の行動がいじめ重大案件

というような形で、いやもう犯罪ということではないかというところの、学校の中では多分

１０代で無視されないように上げてくるキーワードでは上がって、違う立場の皆さんにち

ょっと「あれ？」というような、同じ対応でいいのかなとかちょっと心配になることがやっ

ぱり感じることがあります。 

いじめ認知のところの様態のところで、やっぱり嫌なことをさせられるとか、というとこ

ろに、多分、性というところの何か隠されたものがいっぱいあるんじゃないかなというよう

な心配もしてますし、そのことについて 1 人 1 人が基本的には多分変わらないんだろうな

とは思うんですけど、その後に謝罪がどうのというところがいきなり入ってきているとこ

ろは、性の安全に関しては、やっぱりちょっと異質で、どうするというような教員への共通

理解があったりとか、ちょっと私としては聞かせていただきたいなというところです。もう

１つ、サポート関係で、中学生の子が小学生の方に対してというところで、その場合の対応

というところに関しては、学校さんとかはどうされるのかなというところがちょっと。 

 

【市長】 

はい、ありがとうございました。事務局からは後でまとめて、今の整理をして検討もお願

いしたいと思います。先に次に少年センターの J委員さん、いじめ事案とか初期対応のポイ

ント等について御意見をお願いします。 
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【Ｊ委員】 

今は小中学校いじめ問題対策、内容名称がいろいろあって、必ず報告が入ったものについ

ては、チームとして対応して、管理職も入ってその時点でベストと思われる対応策で分担し

て対応をされている。その元々のシートができたらと思ってましたけれども、こういうはっ

きりしたレシピ系の指導みたいなものについて、教員、特に経験年数の浅い教員は自信がな

いです。 

それはやっぱり教えていただいた中で経験するというのがあるので、最初にまずこの通

りやって、とりあえずこの辺の先生から学年主任が生徒指導の先生に相談、報告しに行けば

良いということがあれば、対応はきちっとできますし、相談して安心して次の対応に進んで

いけるというか、悩んだらどうしようかなと思っているところを整理していただけるのは、

このシートの方から、そんな問題行動の聞き取りもこうやってやってたな、細かいことを聞

いて現場検証みたいなことを先生の視点なので、いじめについてもそういうことがいちい

ち生徒指導担当者がしなくても、できる体制が学校にあるというのはすごく大きいことか

なと思うのと、そのことを思うと、職員としてもすごく安心して働けるようなものがあるん

じゃないかなと思っています。 

ちょっと戻りますけれども、こどもが自分の学校のことをすごく誇りに思って喋ってい

るなというのは私も感じるので、中学生の段階で市長と喋る経験をさせてもらうというこ

とは、すごくこども主体のもっと大事なものをもらっているんじゃないかなと思いますし、

うちは非行系の少年を支援しているんですけども、その頃はもう学校嫌いなんです。先生嫌

いです。とりあえずそのように言います。それでも何か面白いこととかあるだろうと、行事

の話をします。行事の話を今ちょうどしていた男子も運動会とかは、これだけ出ないとか、

大きないろいろな人間関係で比較するんですけども、それでも、行事を気にしているし、先

生から言われたこと、そこだけは覚えていたりしています。なので、その内、相談したり、

困ったことも言える。 

 

【市長】 

はい、ありがとうございました。それでは次に草津警察署のＫ委員さん、お願いしたいん

ですが、先ほどＩ委員さんの方からは、制度の問題でこれは犯罪ではないのか、いじめなの

か犯罪なのかというお話もあったんですけれども、その辺の何か整理というのは難しいと

思うんですが、そこらも含めてお話しいただきたいと思います。 

 

【Ｋ委員】 

日頃はもう先生方はとても苦労されているようなことを本当に私達も感じ取っているよ

うな次第なんですが、事前に相談初期の段階で相談いただくと助かります。 

本当にこじれてしまったり、もうなんかもうどうしようもなくなってから保護者の方が

やって来られたりする対応が本当に難しくなってしまうんですが、事前に小学校でも中学
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校でも先生方が皆さんのお気づきの段階で言ってくださると、警察としてできること、でき

ないことを考えさせてもらうこともできますし、どうやって対応していくかということも

多少連絡の方で、どのような事例ができるかできないか、触法として対応できるのかどうか

とか、そういうのを検討していけるので、やっぱり早い段階で言っていただくのがすごく大

切だなと日々の業務を通して感じているところです。 

私達の方でも、いじめの裏には本当に傷害事件があったり、暴行事件があったり、器物損

壊があったり、性の問題があって、これはそうじゃないかなとか、全部含めていじめかもし

れないんですが、いじめではとても収められないんだということもありますし、対応を考え

てるような次第です。 

やっぱり始めの対応が間違ってしまうと、本当に被害者の方に傷が大きくなってしまい

ますので、被害者の方の対応は本当にすごく大切だなと思っています。でも、警察もできる

こと、できないことがあって、結局学校でお願いするようなことになることもちょっとある

んですが、警察に行って、本当に「そのように調べてくださって、こうなったんですね」と

納得される方もいるので、やっぱり相談を受けて、警察としての動きをされることで、ちょ

っと落ち着かれる。早めの段階で御相談いただければいいかなと思います。 

 

【市長】 

それでは、事務局からということなんですが、全体を通じてということをまずＩ委員さん

からの御質問があった、性の問題とかですね、あるいは中学生が小学生をいじめたというよ

うな事案に対しての対応はどうするかとかいうことを含めてよろしくお願いします。 

 

【事務局】 

お尋ねの件ですが、まずは小学校と中学校関係です。中学生が小学生に関わって何か気に

かかるようなことが起きやすいのは、散見されるところです。 

市内では、小中学校の生徒指導関係の者が集まって会議をしております。その中で、特に

小中学校の担当者が会議の最後に、連携を取る時間を設けております。そういったところを

通じまして、問題が起きたときにお互いに連携するようにという体制を整えたり、会議全体

を通じても、そういった関係を作るということで、何かあったときに十分連携がとれるよう

にと考えております。 

もう１点は性的な事案ですが、小中関係職員の共通理解についてということですが、先ほ

どもございましたように、犯罪に該当することになりますので、警察との連携ということの

強化をここ数年図ってきているところです。実際、具体的にどこまでを言えるかという部分

があるんですが、今年に入ってからも、警察と連携させていただいてるものがございます。 

専門的な立場から警察が直接入った方が良いのかとなりましたが、学校の職員を通じての

事実確認をした方がいいのかというところが、もう初期の段階からアドバイスをいただい

てというところです。その中で事案の中身を関係者間の必要最小限にとどめた方が良いの
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か、あるいはある程度職員間で周知して、こどもたちの多様なことをいろいろ考えたことも、

相談させていただきながら進めているところです。 

 

【市長】 

それではＬ委員さんから、未然防止、初期対応について、市、学校を踏まえ、地域、関係

機関の方とも、どのように取り組んでいったらいいのか、御助言を賜りたいと思います。 

 

【Ｌ委員】 

もう今報告いただいた通りであって、初期対応のところはいつも私も研修させていただ

くときにも、こう強調して申し上げているんですけども、初期対応が適切にできることがい

じめの重大事態化を防止する。さらに言うと、不登校をとにかく防止することが大事なので、

とりあえず学校に来てくれていたら、そこでこどもたちのもちろん関係調整もできまして、

一応発達保障がそこでできるので、こどもたちをそこで育てることもできますけど、不登校

にしてしまうと、もう本当にどんどんこどものそういう意味では、被害、特に多くのケース

はかなり長期間にわたって家で 1 人でいる状態が続いてしまうので、保護者の不安も当然

大きく、困り感も大きくなります。その間に、「こんなんもやってくれへん」ということで、

不信感も大きくなってしまいます。こどもの方はどんどん学校に戻ることへの自信がなく

なっていって、不安が大きくなって、実際に育ちの保障できないという状態になってくるの

で、それが小学校の低学年、中学年で起こってしまうと思うと、もうめちゃくちゃ悪くなっ

てしまいますので、なかなかリセットが難しい状態にもなってしまうので、とにかくいじめ

で不登校にさせないということが非常に大事で、それは初期対応にかかってるって言って

もいいかなと考えているように、しっかり最初、組織対応を確実に、これは法律上の義務な

ので、抱え込みなしで、組織に繋げるという、これは多分、草津市は頑張って取組をしてい

ただいているのかなとは思います。あと、やっぱりわかったときに、こどもの聞き取りをし

っかり被害のこども、最初のところの聞き取りに通常なるので、何が起こって、何に不安な

のか、何がしんどいのかということを聞いてということが大事かなというのと、事実を聞い

てやって、一応こどもの主観的な思いみたいな、これも事実なので、学校の先生の主観を入

れて聞くのはできませんけども、こどもがそのことによって、どんな気持ちだったのかとか、

それによってどういうしんどさということに不安を感じているのかみたいなことはちょっ

と主観的な事実というと思いますが、ここはしっかり聞き取りをしてやって、先生にそこに

やっぱり共感してやることは初期対応としてはめちゃくちゃ大事で、先生が「そんなに心配

しないで、大したことない」みたいな反応になってしまうと、多分もうそれ以上言っても、

だめだなと言って、結局その弱い自分が駄目みたいな、そういう捉え方で評価をされて、そ

のようにこどもが感じてしまうので、そこで閉ざしてしまうから、やっぱり共感的理解をし

てやるというのは、それからより喋れるようにもなっていってということなので、やっぱり

いじめられたということを喋ること自体が、やっぱり自尊感情が下がるし、かつ言っても助
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けてもらえないとか、理解してもらえないという不安感があるから喋らないわけなので、こ

ういう不安を取り除いて喋っても大丈夫だよねとわかるメッセージはやっぱり出してあげ

なければいけないので、そこも一緒に入れておいて、しっかり聞き取りをしてあげて、その

しんどさについては共感的理解をちゃんとするということも、それだけでもこどもはだい

ぶエンパワーされるというか、先生がわかってくれているのは、ちょっとしんどいけど、行

こうかという、行けるかな、みたいになってくるので、やっぱり一応これ、チーム対応の中

で、大体今決められているかなと思います。保護者への説明をまだ事実も確認できてないで

すけど、わからない状態だけど、いじめで学校はどのように対応していくのかということを

早い段階で、学校としてはいじめとして捉えてしっかりチーム対応で、事実も確認して必要

な指導支援をやっていきますという、その他について御協力ください、みたいなことをちゃ

んと頑張ってしっかり対応しますからということを保護者に説明しておいてあげるという

のは、非常に重要です。学校が気づく前にこどもが保護者に対していじめを訴えましたとか、

保護者に連絡する前に先にこどもが保護者に言って、学校に対して学校わかってくれてい

るのか、いじめ対応ちゃんとしてくれているのかみたいなときに、その最初の保護者からの

不安の訴えみたいなものに対して適切に対応できないと、保護者の不信感が増大するのは

もう、ほとんどのいじめ重大事態化しているものはそのパターンを踏んでいます。もちろん

一番ひどいのは何回も保護者が言ってきているけども、いじめたりいじめとして認知され

ていないみたいなのが１番最悪ですけれども、ここもちょっと保護者対応の多分今、私は最

初のチーム対応を開始したときに打ち合わせをやっているのかなと思いますけれども、意

識しておいていただいた方がいいかなと思いました。 

犯罪、今もう滋賀県だけじゃなくて、むちゃくちゃ多いんですけども、性的動画の拡散行

為のいじめであるとか、もちろん性暴力行為による、これももう性犯罪とか性暴力によるい

じめという位置づけになるので、もちろん生徒指導対象行為をいじめ対策委員会の中で、し

っかりある程度の位置づけの中でやるということなので、いろいろありますけど、性暴力に

よるいじめとか、犯罪によるいじめですね、いじめが犯罪行為に該当するケースというのを

学校が対応する枠組みとしては、いじめ対策委員会を通じて組織対応をやるということ、被

害の子の支援というのが、いじめ対応をする上で、１番重要なポイントになってくるので、

被害のこどもの支援をどのように事実の確認と見立てと、加害者、被害者両方、指導支援が

必要なケースが多いですけれども、被害者支援が抜けないようにするということがむちゃ

くちゃ重要なので、いじめとして位置づける意味合いはそこにもあるかなという、全体指導

対応しなければいけないというのと、それと被害者支援プランをしっかり立てなければい

けないということが、重要なので、それからもう先ほどからお話ししていましたように、特

に性犯罪系のものについては、警察との連携というのがもうしなければいけないという言

葉もおりていますので、前はちょっとこのケース、警察に連絡しようかななんてみたいなこ

とを悩んでいましたけども、もう今は性暴力系にも、ある意味めちゃくちゃ多いのは、盗撮

行為。それで撮影したものを拡散するとか、自分で性的動画を送ってそれが友達に回される
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とかみたいないろいろなパターンあるんですけれども、もう基本は警察に相談をかける、通

報というか、相談というか、ともかくとしても、被害者が被害を届け出るかどうかみたいな

ことも、またそれはそれで別にありますが、基本的には学校はもう警察に通報して、その中

で、学校としての対応と警察がどう動くかということを早く、ある程度打ち合わせをしなが

ら、ある意味相談をしながら、やっていくというのがもう今、義務的になっているというよ

うに理解していただいて、これは連携しなければいけないのか、どうしようかみたいな、悩

む時代ではなくなり、一定のカテゴリーのことについてはもう警察への通報というのは、も

う義務的になっていると理解していただいて、だんだん確立、多分草津市でも性的みたいな

ことが次かなと思いますけれども、そこも悩みながらですけども一応、それがスタンダード

でしていかなければならないというのが、今最終的にすごく多い。 

未然防止の観点で言うと、ちょっとこういう性的動画の性暴力系の犯罪とか、いじめの未

然防止の教育みたいな、ネット上の方のいじめは事態が非常にハイリスクだから、ちょっと

そこに焦点を当てた、やっぱり何かがいるのかなと思います。 

傷がやっぱり非常に大きくなるので、ちょっとそこの問題をどう取り組むのかというの

を少しやっぱり考えておいていただいて、マニュアル化しておいていただいた方がいいの

かなとは思います。 

 

【市長】 

最後に言われた性に関するいろんな犯罪行為というか、事案に対する対応についてのマ

ニュアル、やっぱりしっかりと行って、事務局の方で検討して、また次のこの会議でも紹介

をできるようにしていただけたらなと思います。 

それと、今御意見があった中で、聞き取りシートの中身もですね、少し修正をしてもらっ

たらどうかなと思いますのは、教員の主観を入れない部分、要はこどもの思いの聞き取りに

は、まずは丁寧な事実確認ですけれども、事実だけと違って、こどもの思いも事実として捉

えてということで、何か加えたらどうかなと。それから、教員のところで、共感的な理解を

教員がここの段階でするんだということも、付け加えてもらったらどうかなと思いますの

と、被害児童生徒保護者への説明ですけれども、ここにも早い段階での説明ですね、という

ようなことも付け加えてもらったらどうかなと、また教育委員会の方で整理をしていただ

きたいなと思います。 

それでは、皆様からいろいろと貴重な御意見をいただきました。そういった御意見、今後

の学校の取組、市の取組、教育委員会の取組に反映をしてまいりたいと思います。今後とも、

この協議会で議論を深めながら、草津市がもういじめをなくしていくんだ、未然防止、早期

発見、早期対応していくんだという中で、安全な安心な学校だなと言われるようにですね、

していきたいなと思うところでございます。 

それでは閉会に対しまして、教育長から御挨拶なんですが、少しまとめも含めて御挨拶を

お願いします。 
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【教育長】 

本日は皆様大変お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。それぞれの

お立場から非常に具体的に御意見また詳細なアドバイスを頂戴させていただいたところで

ございます。 

今のいじめの認知状況を見ておりますと、増加傾向であるということはもう紛れのない

事実でございます。そういった意味では認知力も上がってきたのかな、そしてそれに伴う 

対応が重要だということも認識をしているところでございます。やはり、初期対応が原点だ

ということを改めて本日の会議の中で認識をさせていただきまして、今、委員の皆様からお

話がありました、聞き取りにおいての共感的な理解であるとか、被害者への支援であるとか、

こどもたちの思いであるとか、そういったことをしっかりですね、もう一度その教職員の経

験の差や、社会的な経験の差、いろんな思い込み等もあるかと思いますけれども、そういっ

たことを配慮しながらですね、もう既に誰でも同じような対応ができるという中で、少し聞

き取りシートを進めさせていただきまして、いろんな御意見をいただきましたので、改良を

させていただきたいなというふうに思っております。 

そしてもう１つ、性に関するいじめ事案、草津でも非常に起こっておりますＳＮＳ、いろ

んなスマホもありますので、委員もおっしゃる、非常に簡単にそういう行為を行うというこ

とが複数起こっておりますので、そういったことに対しての対応マニュアル等の整理です

ね、そういったことも改めてやらなければならないなというふうに感じているところでご

ざいます。 

そして何よりも、その起こる前に、どのように未然防止をしていくのか。おっしゃいまし

たように、安全安心な学校、こどもたちが行きたいなと思える学校づくりに取り組んでいく

ことが非常に大事でないかなと、そういった中で、先生方にもいつもお話をしているんです

けども、こどもたちをこども扱いせずに、パートナーとしてですね、日頃の関係などで、横

の繋がり、パートナーとしてこどもたちと学校づくりをしてほしいと、そういった中で、今

日のお話でいいますと、しっかりこのうち、意見を聞く、またその意見に共感をする、そし

て意見が出せないこどもたちへの配慮、相談体制づくり、そういったものを両方やりながら

こどもたちと先生の信頼関係をしっかりしていくと、先生方も 1 人 1 人をしっかり見てい

くというような、そういったまずは学級風土、それが学校風土に変わっていくと思いますの

で、そういったことも、それぞれチェックをしながら、いじめ防止に繋がるような学校風土

づくりというようなことを、ますます進めていかなければならないなと改めて再認識した

ところでございます。 

なかなか多忙な先生方に、またいろんな新たな取組が出てまいりますので、そういったこ

とは、この教育委員会としてもまた市長様ともですね、協力体制ももっとしっかりしながら、

いろんな形で学校をバックアップし、学校任せにならないように、そして対応できるような

体制もしっかりとやらせていただければならないなと改めて思ったところでございます。 

関係者の皆様におかれましては、これからこどもたちのために、様々なところでまた取組
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を御支援いただきますよう、お願いを申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきたいと

思います。 

本日はどうもありがとうございました。 

 

【事務局】 

皆様、ありがとうございました。大変活発な御協議をいただきましたし、学校現場にいた

者としても、この学校の職員の様子も気遣いながら、実際に即した、複雑化していくものに

対してのお力添えいただけていただけること、大変力強く思いました。 

特に先ほど今日のお話の中で、登校支援室加配等について効果があるということを教え

ていただきまして、大変心強いですし、先ほど市長からも教育長からもありましたが、教育

委員会としては現場の先生方そして結果的にこどもたちを支えていけるように整備を進め

てまいりたいと思います。 

これをもちまして、令和６年度第１回草津市いじめ問題対策連絡協議会を閉じさせてい

ただきます。皆さん本日はありがとうございました。 

 


